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愛称と由来 

令和元（2019）年に子どもの権利擁護委員等が全市立中学校生徒会を訪問して西東京

市子ども条例を説明し、「西東京市子どもの権利擁護委員」と「西東京市子ども相談室」

の愛称募集をお願いしました。全生徒会からの応募で、各 23 案ずつが集まりました。 

小学生を対象とした夏休みのワークショップでは、東京経済大学の学生に手伝っても

らいながら、参加者が愛称候補を３案ずつに絞り込みました。 

その後、市内の小学校 325 クラスで投票が行われて愛称が決まりました。  

  

2019.10撮影 

西東京市子ども相談室 

「ほっとルーム」 

令和元（2019）年度 

青嵐中学校生徒会 

全校生徒にプリントを配布して案を募集し、学級委員が選んだ案を生徒会で検討し

ました。よいものに丸をつけて、絞り込んでいきました。 

自分たちの推していた愛称が、小学生にも支持されて決まったことは、ビックリしたけ

どとても嬉しいし、誇らしい気持ちです。 

ほっとルームには、名前どおりにほっとできる相談室になってほしいし、広く知れ渡っ

て、いろいろな人が気軽に相談して安心できる場所になってほしいです。 

2019.10撮影 

西東京市子どもの権利擁護委員 

「ＣＰＴ」children protect team 

令和元（2019）年度 

田無第一中学校生徒会 

多くの人に参加してもらうために、生徒会だより号外を発行して、目安箱で募集しま

した。「ＣＰＴ」にしたのは、擁護委員が子ども
c h i l d r e n

の笑顔を守る
p r o

ため
t e c t

のチーム
t e a m

とはっきり言

うほうがわかりやすいと思ったからです。誰もが笑顔になる権利があると知ってもらい

たいです。 

選ばれて「やったー！」と思いました。相談室が、ひとりで悩まず相談できる場所にな

って、みんなの笑顔の輪が広がっていけばいいなと思います。 
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はじめに 

子どもの権利擁護委員（ＣＰＴ） 代表 木村 真実 

  

令和４（2022）年４月１日から子どもの権利擁護委員（ＣＰＴ）に

なりました木村真実です。弁護士もしています。どうぞよろしくお願いします。 

 子どもの権利擁護委員（ＣＰＴ）と子ども相談室（ほっとルーム）の令和３（2021）

年４月１日から１年間の活動報告書をまとめました。 

 ＣＰＴとほっとルームの活動内容には、大きく分けて、①日々の相談・調整活動、②

出張授業やほっとルーム通信などの広報・啓発活動、③講師派遣や研修などその他の活

動があります。３つとも、３人の擁護委員と、擁護委員を補佐する専門員と、市役所職

員である事務局が力を合わせて取り組んでいます。 

 

 西東京市の子どもの権利条例の特徴の一つは、子どもの権利侵害に対して、具体的に、

救済することを定めていることです。ほっとルームでは、電話やメールで、あるいは面

談で、悩んでいる子どもや子どものことで悩んでいるおとなからの相談を日々受けてい

ます。毎日３人の専門員が擁護委員と協議しながら相談に対応し、関係機関との調整や

交渉が必要な場合などは擁護委員が中心となって対応しています。 

 市内の多くの学校に、「子どもの人権」「いじめ予防」「多様性」などの出張授業に伺

っています。具体的な事例をもとに、自分の人権も隣の子の人権も大切なこと、「嫌な

気持ち」「つらい気持ち」になった人の立場で考えられるようになれるといいな、と考

えています。 

 令和４（2022）年度は、小金井市と中野区にも西東京市の「ほっとルーム」のような

救済機関ができます。国立市や世田谷区など先行する近隣自治体とともに、よりよい救

済機関をめざして一緒に研修などをしていきたいと考えています。 

 

 学校や保育園・幼稚園に入ってからずっとコロナ禍が続いている子どもがたくさんい

ます。つらい思いもたくさんしている子どもたちが、「一人じゃない」「生きていていい

んだ」と感じられるよう、おとなの一人としてサポートしていきたいと思います。 

 

悩みを抱える子どもが、「相談してよかった」と思えるよう、引き続きがんばってい

きたいと思います。子どもに関わるみなさんに、この報告書をとおしてＣＰＴ・ほっと

ルームをもっと知っていただき、子どもたちにも広めていただけますようよろしくお願

いします。 

 

 

 

 



 

 

目次 
 
はじめに 
子どもの権利擁護委員（ＣＰＴ）代表 木村 真実 

 
第１ 西東京市子どもの相談・救済機関の概要 
 １ 西東京市子ども条例……………………………………… ２ 
 ２ 西東京市子どもの権利擁護委員（ＣＰＴ）…………… ４ 

 ３ 西東京市子ども相談室 ほっとルーム ………………… ６ 
 
第２ 相談・調整活動、調査活動の状況 
 １ 令和３（2021）年度の相談状況（統計）……………… ８ 

 ２ 事例報告（相談・調整活動の実際）……………………  17 
 ３ 調査活動の状況……………………………………………  23 
 
第３ 広報・啓発活動の状況 
 １ 子どもへの広報・啓発 

（１）ＣＰＴによる出張授業………………………………  26 
  （２）東京経済大学現代法学部ゼミ生とのコラボ事業… 30 
    （３）子ども条例・子ども相談室 ほっとルーム 

アンケート集計結果………………………………… 31 
２ おとなへの広報 
（１）子ども条例市民講座………………………………… 33 
（２）学校内研修…………………………………………… 33 

 
第４ その他の活動 
 １ 講師派遣や関係機関との連携…………………………… 35 
 ２ 研修・視察………………………………………………… 35 
 

一年を振り返って…………………………………………………  36 
 子どもの権利擁護委員（ＣＰＴ） 井利 由利 
 子どもの権利擁護委員（ＣＰＴ） 谷川由起子 
 
参考資料 
西東京市子ども条例…………………………………………… 39 
西東京市子ども条例施行規則………………………………… 45 
広報・啓発品…………………………………………………… 48 



 

 

 

 

 

 

 

 

活動報告内で使用されている略称の一覧 

正式名称 使用略称・愛称 

西東京市子ども条例 子ども条例 

西東京市子ども条例施行規則 子ども条例施行規則 

西東京市子どもの権利擁護委員 擁護委員・ＣＰＴ 

西東京市子ども相談室 ほっとルーム 子ども相談室・ほっとルーム 

西東京市子どもの権利擁護相談・調査専門員 専門員 



 

 

第 1 西東京市子どもの相談・救済機関の概要 

 

１ 西東京市子ども条例 

２ 西東京市子どもの権利擁護委員（ＣＰＴ） 

３ 西東京市子ども相談室 ほっとルーム 
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第１ 西東京市子どもの相談・救済機関の概要 
 

１ 西東京市子ども条例 
 

子ども条例は、「今と未来を生きる全ての子どもが健やかに育つ環境を整えるため、

その理念を共有し、制度を整え、まち全体で子どもの育ちを支えていくこと」を目的

として平成 30（2018）年９月 19日制定、10月１日に施行しました。 

子ども条例は、前文から始まり、第１章「総則」、第２章「子どもの生活の場におけ

る支援と支援者への支援」、第３章「子ども施策と子どもにやさしいまちづくりの推

進」、第４章「子どもの相談・救済」、第５章「子ども施策の推進と検証」、第６章「雑

則」で構成される全 27 条です。その特徴は、次に示す（１）から（６）のとおりで

す。 

 

（１）総合的な条例 

ア 考え方・理念、施策の原則、制度設置、子ども条例の実施・検証を総合的に規

定 

イ 健康、医療、福祉、教育等子どもに関わる分野を総合的に考慮 

ウ 家庭、園、学校、地域等子どもが生活する場を総合的に考慮 

エ 子どもだけでなく、子どもに関わる人たちへの支援を含み総合的に規定 

（２）相談・救済機関の設置 

子ども固有の悩み事等について、子どもに寄り添い、一緒に考え、安心・解決

できるような相談・救済機関をつくることを定めています。 

（３）施策の原則を規定 

子どもをめぐる今日的な問題（虐待、いじめ、子どもの貧困、子どもの居場所

作り等）に取り組むこと等について施策の原則を定めています。 

（４）子どもの育ちを支える関係者への支援を規定 

子ども施策が推進されるためにも、保護者・家庭、育ち学ぶ施設やその関係者、

地域・住民が役割を十分に果たせるよう支援を受けられることを定めています。 

（５）まち全体で育ちを支える 

市民をはじめ関係者の連携を強調し、まち全体で子どもの育ちを支えていくこ

とを示しています。 

（６）子どもたちにもわかりやすく 

子どもが子ども条例に親しみを持てるよう、条文を「です・ます調」で記して 

います。 
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〇 子ども条例制定に向けた検討から施行・子ども相談室開設まで 

 

年  度 月 活  動 

平成 29（2017）年度 

８月 （仮称）子ども条例策定庁内検討委員会を設置 

８月

下旬

～ 

西東京市子ども子育て審議会に対し、（仮称）子ども条

例の策定について諮問。西東京市子ども子育て審議会

は、（仮称）子ども条例検討専門部会を設置。（仮称）子

ども条例検討専門部会は、翌年５月までに、様々な方法

で子ども等への意見聴取を実施するなどし、11回の会議

を開催。作成した報告書は、子ども条例の原型となった。 

平成 30（2018）年度 

６月 

子ども条例要綱について、１か月間のパブリックコメン

トを実施。「（仮称）西東京市子ども条例に盛り込む内容

の市民説明会」を実施 

９月 

西東京市議会第３回定例会に「西東京市子ども条例

（案）」を上程。文教厚生委員会の審査を経て、本会議に

おいて全会一致で可決 

10月 「西東京市子ども条例」施行 

３月 子ども条例リーフレット発行 

令和元（2019）年度 

４月 西東京市子どもの権利擁護委員３人を委嘱 

５月 「西東京市子ども条例逐条解説」を作成 

８月 西東京市子ども相談室を開設 

９月 

市内公立中学校９校の生徒会に愛称を募集し、小学生の

ワークショップを経て、市内公立小学校 325クラスの投

票により、「西東京市子どもの権利擁護委員」と「西東京

市子ども相談室」の愛称を決定 
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２ 西東京市子どもの権利擁護委員（ＣＰＴ） 

 

子ども条例では、いじめ、虐待、体罰など子どもの権利侵害に対して、相談を受け、

救済につなげることを目的に、市長の附属機関として、擁護委員を設置しています。

擁護委員の定数は３人以内です。擁護委員は、人格が優れ、子どもの権利について見

識を有する者の中から市長が委嘱します。 

また、市長は、擁護委員の職務を補佐するため、専門員を置きます。 

擁護委員及び専門員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退

いた後も同様とします。 

擁護委員の職務は、次に示す（１）から（６）のとおりです。 

 

（１）子どもの権利の侵害についての相談に応じ、必要な助言及び支援をすること。 

擁護委員は、子どもから相談を受けた場合、必要な助言をするとともに、情報

の提供などの支援を行います。 

（２）子どもの権利の侵害についての調査をすること。 

必要があれば子どもをはじめ関係者から話を聴く等、事実を調査します。 

（３）子どもの権利の侵害を救済するための調整及び要請をすること。 

権利侵害からの救済のため、関係者との調整や関係者への要請を行います。権

利侵害を防ぐため、制度改善などの意見を伝えることもできます。 

子どもは単なる救済対象ではなく、自分に関わる問題を解決していく主体とし

て位置づけられ、最善の利益が確保できるよう支援されます。そのため、一方的

な要請や意見提出で、権利侵害の相手方と子どもを対立させてしまっては、子ど

もの最善の利益にならない場合もあり、擁護委員の調整が重要になります。「要

請」とは、市や市の機関には対応しなければならない「勧告」、市以外の機関には

対応するよう努める「要請」の二つの意味があります。 

（４）子どもの権利の侵害を防ぐための意見を述べること。 

「意見を述べること」とは、市や市の機関には制度改善のための「提言」、市以

外の機関には「意見表明」の二つの意味があります。 

（５）子どもの権利の侵害を救済するための要請、子どもの権利の侵害を防ぐための

意見等の内容を公表すること。 

（６）子どもの権利擁護についての必要な理解を広め、連携を推進すること。 

擁護委員が効果的に活動を進めるためには、市民の理解や他の相談・救済機関

との連携が不可欠です。そのため、活動報告・公表や子どもの権利擁護について

必要な理解を広めること、関係者との連携を進めることも職務として定めていま

す。 

保護者や育ち学ぶ施設の関係者等が対応に悩み、うまく解決することができず

に子どもとの関係がこじれるようなとき、第三者の擁護委員が、調整役として、

何が最善かを考え、子どもの権利侵害からの救済の方法を見つけていくことが大

切になります。 
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〇 令和３（2021）年度 西東京市子どもの権利擁護委員 

 

 

〇 市長への活動内容の報告 

子ども条例第 23条第１項には、擁護委員から市

長へ、毎年度の活動内容を報告することが定めら

れています。令和３（2021）年８月 17日に、令和

２（2020）年度の活動内容を報告しました。 

   

 

〇 擁護委員の会議 

子ども条例施行規則第 15 条には、職務執行の一般方針その他必要事項を決定する

ため、擁護委員の会議を設置すること、同３項において、代表擁護委員が招集するも

のと定められています。 

ア 開催状況   

令和３（2021）年 ４月 24日、５月 25日、６月 29日、７月 20日、８月 17日、 

９月 13日、10月 19日、11月 20日、12月 18日 

令和４（2022）年 １月 18日、２月 15日、３月 19日 

（計 12回） 

イ 主な審議内容 

・機関紙について                  ・市長への報告について 

・子ども向けアンケートについて     ・市民講座について                

・令和４年度年間計画について       ・相談ケースの対応について  

・調査について 

 

氏 名 所 属 等 

野村 武司 東京経済大学教授・弁護士 

井利 由利 
公益社団法人青少年健康センター（茗荷谷クラブ）・臨床

心理士・公認心理師・精神保健福祉士 

谷川由起子 
八王子市学校教育部教育支援課（スクールソーシャルワー

カー）・社会福祉士・公認心理師 
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３ 西東京市子ども相談室 ほっとルーム 
 

子ども条例施行規則では、子どもの権利の擁護に必要な支援を行うため、子ど

も相談室を設置することが定められています。相談窓口では、子どもからの相談に

応じて助言や支援を行い、救済するための調査・調整や要請・意見表明を行います。

子どもを救済するための要請等を行った後は、必要に応じて、引き続き見守りなどの

支援をします。 

子ども相談室は、次に示す（１）から（４）の点で既存の相談窓口とは異なります。 

 

（１）子どもの意見を聴き、子どもに寄り添いながら相談を受け、問題を解決する

ことを基本にしていること。 

（２）特定の分野に限らない子どもの権利侵害全般を取り扱うこと。 

（３）公的な第三者機関であること。 

（４）関係機関との調整や関係機関への要請・意見表明が、条例に基づく権限とし

て定められていること。 

  



 

第２ 相談・調整活動、調査活動の状況 

 

１ 令和３（2021）年度の相談状況（統計） 

２ 事例報告（相談・調整活動の実際） 

３ 調査活動の状況 
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第２ 相談・調整活動、調査活動の状況 
 
１ 令和３（2021）年度の相談状況（統計） 

以下の図表の構成比（％）は小数点以下第１位を四捨五入しています。そのため、

合計が 100％とならない場合があります。 

 

（１）相談の状況（表１・図１） 

新規相談については、当年度受付分は 77件で、申立て1はありませんでした。こ

れに、前年度から継続している相談 43 件を合わせて、当年度の全相談件数は 120

件となります。そのうち関係機関等2との調整を実施したものは６件ありました。前

年度の新規相談件数は 51 件でしたので前年度比 151％となりました。 

対応については、当年度新規相談（77件）への対応が 813回でした。これに、前

年度の継続相談（43件）への対応 264 回を合わせて、当年度の全対応回数は 1,077

回でした。前年度の全対応回数は 564 回でしたので前年度比 191％となりました。 

なお、「相談件数」は相談者の実数です。「対応回数」は、ほっとルームが相談者

や関係機関等に対して行った対応の延べ回数になります（表１）。 

前年度の継続相談 43 件のうち 35 件が

当年度で終結となり、８件が次年度へ継

続となります。当年度の新規相談 77 件の

うち、32件が当年度で終結となり、45件

が次年度へ継続となります。したがって、

次年度へ継続する件数は 53件になりまし

た（図１）。 

                                                      
1 「申立て」とは、子ども条例施行規則第５条第１項に基づく「救済の申立て」を受けた

相談のことです。 
2 「関係機関等」とは、市、保護者、育ち学ぶ施設の関係者、市民及び事業者等のことで

す（子ども条例施行規則第９条）。 

注）当年度新規相談件数には、問合せ８件・管轄外の相談４件が含まれます。 

120 件 100% → 1,077 回 100%

77 件 64% → 813 回 75%

43 件 36% → 264 回 25%前年度継続相談対応回数

当年度新規相談対応回数

表１　相談件数・対応回数

　全相談件数 　全対応回数

当年度新規相談件数
（当年度新規申立てはなし）

前年度継続相談件数
（前々年度申立て1件含む）

内
訳

内
訳
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（２）相談内容 

当年度の新規相談（77 件）を、相談内

容別に見ると以下のとおりでした。「大分

類」では、相談内容を相談者との関係から

「自分・自分の家族」に関する相談と「他

人・他人の家族」に関する相談とに分類し

ています（図２－１）。「小分類」では、相

談をその内容（表２）で分類しています

（図２－２）。 

 

ア 大分類（図２－１） 

当年度の新規相談（77件）のうち 60 件

（78％）が「自分・自分の家族」に関する相談でした。

「他人・他人の家族」に関する相談は、学校・病院・

児童館・児童センターなどの子どもを支援する関係機

関や近隣住民からの相談でした。 

 

イ 小分類（図２－２） 

子どもからの相談で多かったのは、「交友関係（いじ

めを含む）」と「家庭・家族（虐待を含む）」に関する

相談でした。他方、おとなからの相談で多かったのは、

「子育て」と「家庭・家族（虐待を含む）」、「交友関係

（いじめを含む）」に関する相談でした。 

前年度と比較して、子どもからの相談は、「交友関係

（いじめを含む）」に関する相談がやや増加し、子ども

自身の「性格・行動」に関する相談がやや減少しまし

た。おとなから

の相談は、「家

庭・家族（虐待

を含む）」「交友

関係（いじめを

含む）」「学校を

除く育ち学ぶ

施設の対応」に

関する相談が

増加しました。 

  

注）相談合計（件）には、不明者からの相談が含まれています（小分類不明：１件）。 

図２-２ 小分類（新規相談件数） 

表２　小分類

1　健康

2　性格・行動

3　性

4　差別

5　家庭・家族（虐待を含む）

6　子育て

7　交友関係（いじめを含む）

8　不登校

9　学習・進路

10　学校の対応

11　学校を除く育ち学ぶ施設の対応

12　行政機関の対応

13　労働

14　ネット・トラブル

15　その他

不明
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（３）初回相談者及び対象者の属性 

当年度の新規相談（77件）を、初回相談者の属性、初回相談者である子どもの性

別や所属別に見ると以下のとおりでした。なお、ここにいう「対象者」とは、相談

の中で権利侵害を疑われる子どものことです。 

 

ア 初回相談者の属性（図３） 

当年度は子どもからの相談が 27 件、お

となからの相談が 49件でした（そのほか、

不明者からの相談が１件です）。前年度よ

りも子どもからの相談割合は減少（49％→

35％）していますが、子どもからの相談件

数自体はわずかに増加（25件→27件）しま

した。 

初回相談者の属性をみると、子どもから

の相談は全て本人からでした。おとなから

の相談はその多くが母親からの相談で、こ

の傾向は前年度から変わっていません。当

年度は関係機関からの相談も増加しまし

た。その理由として、関係機関から「ほっ

とルームを紹介してよいか」という問合せ

が増えたことが挙げられます。 

 

イ 初回相談者（子ども）の性別及び所属（図４-１・２） 

初回相談者（子ども）の性別については、女性の割合が高い傾向にありましたが、

当年度は男性からの相談が増加しました。 

初回相談者（子ども）の所属については、前年度と比較して小学校高学年からの

相談が増加（８％→22％）し、高校生からの相談が減少（24％→７％）しました。 
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ウ 対象者の性別及び所属（図５－１・２） 

対象者の性別については、女性の割合が高い傾向にありましたが、当年度は男性

を対象者とする相談が増加しました（図５―１）。 

対象者の所属については、最も多いのは中学生を対象者とする相談で、この傾向

は前年度から変わっていません（図５－２）。 

 

（４）相談経路（場所・媒体・方法） 

どこで相談室を知ったか（場所）、何によって相談室を知ったか（媒体）、初回相

談に何を使ったか（方法）を集計すると以下のとおりでした。 

 

ア どこで相談室を知ったか（場所：図６―１） 

相談室を知った場所を確認できた

もののみをグラフにしています。学

校で相談室を知った方が多く、この

傾向は前年度と変わっていません。 

その他には、インターネットや病

院でほっとルームを知ったという回

答がありました。 
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イ 何によって相談室を知ったか（媒体：図６―２） 

相談室を知った媒体を確認できた

もののみをグラフにしています。相談

ＰＲカード・機関紙・インターネット

を通じて相談室を知った方が多く、こ

の傾向は前年度と変わっていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ウ 初回相談に何を使ったか（方法：図６－３・４） 

ほっとルームへの相談方法は、「電話」「面談」「ほっとルーム相談受付フォーム

（メール）」「手紙」「ファクス」があります。当年度の新規相談 77 件のうち子ども

からの相談 27 件及びおとなからの相談 49件について、初回相談の方法をグラフに

しました（不明者からの相談１件については省略しています）。 

前年度以降、面談以外の相談方法の割合が大きく増加しています。理由として、

新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言等の影響が考えられます。子ども

からの初回相談の多くは、電話やメールによるものです。前年度以降、面談による

初回相談が大きく減少しており、当年度もこの傾向は変わっていません。おとなか

らの初回相談の多くは、電話によるものです。前年度以降、面談による初回相談が

大きく減少しており、当年度もこの傾向は変わっていません。 
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（５）月別・曜日別・時間帯別 

当年度の新規相談（77件）及び全対応（1,077回）を、月別・曜日別・時間帯別

に見ると以下のとおりでした。 

 

ア 月別（図７） 

当年度、新規相談が多かったのは５月と 12 月でした。前年度、新規相談が多か

ったのは６月・９月・３月でした。開室以降、年度によって新規相談の多い月は変

動しており、特定の傾向は今のところ見られません。 

当年度、対応回数が多かったのは 12 月・２月・３月で、12月から年度末にかけ

て対応回数が増加しました。 

  

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

子ども 新規相談 2019年度 0件 0件 0件 1件 0件 10件 2件 0件 13件

2020年度 1件 0件 8件 4件 1件 4件 1件 2件 0件 1件 2件 1件 25件

2021年度 1件 6件 3件 0件 1件 1件 1件 1件 8件 2件 2件 1件 27件

対応回数 2019年度 3回 3回 2回 1回 1回 16回 12回 2回 40回

2020年度 4回 0回 39回 39回 30回 12回 6回 13回 32回 16回 16回 19回 226回

2021年度 29回 46回 45回 15回 37回 43回 29回 40回 52回 41回 67回 63回 507回

おとな 新規相談 2019年度 3件 1件 2件 6件 3件 2件 3件 0件 20件

2020年度 1件 0件 3件 1件 1件 5件 4件 1件 3件 1件 0件 6件 26件

2021年度 5件 6件 3件 3件 5件 5件 1件 5件 12件 2件 1件 1件 49件

対応回数 2019年度 16回 7回 6回 32回 25回 10回 52回 11回 159回

2020年度 8回 0回 11回 19回 31回 43回 59回 25回 38回 28回 39回 36回 337回

2021年度 32回 42回 42回 11回 24回 31回 24回 30回 73回 68回 89回 101回 567回

年度比較表（月別）

注）対応合計（回）には、不明者への対応が含まれています（４月：２回、12 月：１回）。 
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イ 曜日別（図８） 

当年度、新規相談件数の多かった曜日は火曜日と金曜日でした。 

当年度、対応回数は水曜日と土曜日がやや少ないものの、目立った偏りはありま

せんでした。他方で、子どもへの対応回数は、他の曜日と比較して木曜日に減少し

ていました。日曜日は閉室日であり、当年度は相談メールの受信のみの回数となり

ます。 

  

月 火 水 木 金 土 日 計

子ども 新規相談 2019年度 6件 1件 0件 0件 4件 1件 1件 13件

2020年度 6件 3件 6件 5件 3件 1件 1件 25件

2021年度 3件 5件 3件 3件 8件 3件 2件 27件

対応回数 2019年度 11回 10回 7回 3回 4回 4回 1回 40回

2020年度 41回 41回 29回 41回 52回 19回 3回 226回

2021年度 79回 85回 111回 40回 108回 74回 10回 507回

おとな 新規相談 2019年度 5件 4件 1件 4件 4件 0件 2件 20件

2020年度 5件 5件 4件 3件 5件 4件 0件 26件

2021年度 8件 10件 7件 7件 9件 8件 0件 49件

対応回数 2019年度 32回 38回 21回 29回 25回 12回 2回 159回

2020年度 53回 69回 72回 31回 56回 56回 0回 337回

2021年度 120回 125回 77回 87回 80回 78回 0回 567回

年度比較表（曜日別）

注）日曜日は閉室しており、新規相談及び対応は相談メールの受信のみです。 

注）対応合計（回）には、不明者への対応が含まれています（水：１回、土：２回）。 

図８ 曜日別（新規相談件数・対応回数） 
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ウ 時間帯別（図９） 

ほっとルームは平日及び土曜日に開室しています。平日（月曜日から金曜日）は

14 時から 20時に、土曜日は 10時から 16 時に相談を受け付けています。 

当年度、新規相談の多かった時間帯は、「14～17時」でした（38件/77 件中）。子

どもからの新規相談も「14～17時」に多く見られました（12 件/27 件中）。この傾

向は開室以降一貫しています。前年度と同様、閉室時間帯にメール相談フォームか

ら寄せられた新規相談が比較的大きな割合を占めている点が特徴として挙げられ

ます（10件/77件中）。 

当年度、対応の多かった時間帯は「14～17時」（47％）であり、次いで「17～20

時」（30%）でした。この傾向は開室以降一貫しています。 

10～12時 12～14時 14～17時 17～20時 閉室時間帯 不明 計

子ども 新規相談 2019年度 0件 0件 11件 1件 1件 0件 13件

2020年度 0件 1件 12件 5件 7件 0件 25件

2021年度 1件 0件 12件 6件 8件 0件 27件

対応回数 2019年度 1回 2回 27回 9回 1回 0回 40回

2020年度 4回 9回 98回 83回 31回 1回 226回

2021年度 32回 13回 228回 193回 41回 0回 507回

おとな 新規相談 2019年度 0件 3件 12件 3件 1件 1件 20件

2020年度 1件 2件 15件 6件 2件 0件 26件

2021年度 3件 2件 26件 5件 13件 0件 49件

対応回数 2019年度 15回 13回 73回 53回 2回 3回 159回

2020年度 34回 42回 159回 62回 33回 7回 337回

2021年度 29回 20回 277回 126回 110回 5回 567回

年度比較表（時間帯別）

注）午前中～14 時の相談対応は、原則として土曜日のみ。 

注）対応回数（回）には、不明者への対応が含まれています（14 時～17時：３回） 

図９ 時間帯別（新規相談件数・対応回数） 

注）午前中～14 時の相談対応は、原則として土曜日のみ。 

注）対応回数（回）には、不明者への対応が含まれています（14 時～17時：３回） 

図９ 時間帯別（新規相談件数・対応回数） 
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（６）相談状況の考察 

新規相談について、当年度は子どもからの相談はほぼ横ばいでしたが（前年度 25

件→当年度 27 件）、おとなからの相談が大きく増加しました（前年度 26 件→当年

度 49件）。おとなからの相談の中でも、学校・病院・児童館・児童センターなどの

子どもを支援する関係機関や近隣住民からの問合せが前年度に比して増加しまし

た（前年度２件→当年度９件）。開室から間もなく３年になりますが、徐々にほっ

とルームの認知度が向上してきたことがうかがわれます。子ども条例は、市が子ど

もへの直接的な支援をするだけでなく、子どもの支援者を支援するよう定めていま

す（子ども条例第２章）。ほっとルームもその一員として役割を果たしていきたい

と考えています。 

当年度は子どもへの対応が特に大きく増加しました（前年度 226 回→当年度 507

回）。子どもから継続して相談を受けるケースが増えており、一つのケースに対す

る対応回数が増加したことが理由として挙げられます。また、おとなへの対応も増

加しました（前年度 337回→当年度 567回）。特に 12 月以降３月にかけての対応が

増えました。これは、年度末にかけて関係機関との調整のための対応が増加したこ

とが理由です。 

相談内容について、子どもからの相談で多かったのは、「交友関係（いじめを含

む）」と「家庭・家族（虐待を含む）」に関するものでした。前年度は、子ども自身

の「性格・行動」に関する相談が増加しましたが、当年度は一転してやや減少しま

した。相談内容は、初回相談時の主訴を基準としてカウントしていますが、実際の

相談では、複数の主訴にまたがる場合が多くあります。新型コロナウイルス感染症

に関する緊急事態宣言等が明け、対外的な活動が再開されるとともに、初回相談の

主訴が自身の内面に関するものから、対人関係を含むものへと変化したことがうか

がわれます。また、おとなからの相談で最も多いのは、例年同様、「子育て」に関す

るものでした。当年度は「家庭・家族（虐待を含む）」「交友関係（いじめを含む）」

「学校を除く育ち学ぶ施設の対応」に関する相談が増加しました。 
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２ 事例報告（相談・調整活動の実際） 
「子どもの最善の利益」の視点から、令和３（2021）年度に対応した事例を整理し、

紹介します。プライバシー保護のため、複数の事例を組み合わせ、内容を一部変更し

て作成した架空の事例です。 

 

事例１ 

【はじめに】 

子どもの権利を守り、子どもの最善の利益を目指すために行う「相談」には、２つの方向

性が考えられます。一つは課題解決型支援です。これは特定の課題を解決することを目指

すもので、具体的な課題に対する具体的な解決方法を展開する支援です。もう一つは、伴

走型支援です。これは、相談者とつながり続けることを目指しながら、「困ったことを何とか

処理するためにどうするか」を考える前に「子どもたちの心に何が起こっているのか」をじっ

くりと話を聞きながら立ち止まって一緒に考え伴走していく支援です。一人ひとりが多様で

複雑な問題に面しながらも、生きていこうとする力を高め、子どもたちの権利を守り、自立

的な生を支える支援です。 

昨年度の活動報告事例 1 では、継続相談の対応と方法について記しました。今年度は、

相談の課題解決型支援と伴走型支援についてまとめていきます。 

 

【課題解決型支援】 

ケース①  

幼児の子どもをもつＡさんから相談がありました。相談内容は、当市に引っ越して

きて「保育園に子どもを預けていますが、前保育園で可能だったパンツでの生活を許

可してもらえませんでした。家ではパンツで過ごしているのですが、どうしたらいい

ですか？」でした。保育園に預けている子には上の兄弟がいて、その影響もあってな

のか月齢にしては早くトイレに興味を持ち始めていることや前保育園の先生にも相

談しながらトイレットトレーニング（以下「トイトレ」といいます。）を進めてきた

ことが分かってきました。しかし、ある日遊びに夢中になっていたためお漏らしをし

てしまい、相談内容の状態になってしまったのだそうです。Ａさんは「先生の忙しさ

も分かるし、子どもも失敗することもあると思うのですが、やる気を削ぐのはどうな

んだろうか、オムツで生活をしていたら家でもそうなってしまうのではないかと心配

しているんです」と話しました。そのままお話を聞いていると、「このままトイトレ

を続けていくのは悪いことではないですよね？」と保育園を転園したこともあり、ト

イトレについて不安になっていることが語られました。子どもの意思を尊重されてい

るのであれば、そのまま進めていけばよいのではないかと思うと伝えると、安心した

様子になりその日の電話は終了しました。後日Ａさんから連絡があり、「結局、園で

の対応に関しては解消できなかったんですけど、家で楽しみながら進めていきたいと

思います」と明るいトーンで報告があり、相談が終了しました。 
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<ケース①を振り返って> 

課題の奥にある不安を言葉にしたことで客観的に自身を見つめ、保育園の方針に対

する不満を自らの中に収めて行ったケースです。課題解決型支援ですが、問題が問題

でなくなっていきました。「問題だと思うから問題であり、相談者は自らが解決する

ことのできる資産を持っている」ことを信じる専門員の姿勢が対話を作りだし、課題

解決を導きました。 

 

ケース②  

Ｂさんは「３歳の子どもが遊具の順番を待っていたお友だちより先に使ってしまっ

てトラブルになりました。もう３歳になるのに、どうしたらいいでしょうか？」とほ

っとルームに電話をしました。トラブルになった友だちというのは近所で知り合った

年齢の近い子だそうです。「いつも一緒に遊んでいるのに、そんなことが繰り返しあ

って」と話があったので、普段の様子も聞いていきました。その中で、「子どもの発

達のことも気になっています」という話も出てきたので、児童発達支援センターひい

らぎ（旧こどもの発達センターひいらぎ）へ繋ぐことを考えました。しかし、〈まず

はお子さんが遊んでいる様子を、子育てひろば（以下「ひろば」といいます。）のスタ

ッフにも観察してもらって、意見を聞いてみるのはどうですか？〉と提案したところ

「そうしてみます」とＢさんは数日のうちにひろばへ行きました。ひろばのスタッフ

からは『発達のことで気になることはないようです』『自分で考えてやり通すお子さ

んですね』『友だちとのトラブルになってしまったけれど、もしかしたらずっと乗り

たい気持ちを我慢していて、やっと表現できたのかもしれないですね』という話があ

り、Ｂさんは安心しました。そして、「話をしたことで自分の気持ちもとてもすっき

りしました」とも話しました。「今後は幼稚園の生活が始まるので、その様子をみな

がらまた相談してもいいですか？」と話したので、〈いつでも大丈夫ですよ、待って

いますね〉と伝えて終了しました。 

<ケース②を振り返って> 

児童発達支援センターひいらぎ、保健所、子ども家庭支援センターのどかと連携を

取りながら課題解決に向けて進んだケースです。主観的な子どもに対する不安を、多 

職種の支援者の助言を受けることによって安心と自らの子育てについての肯定感を

得ることができました。子育てに不安はつきものですが、問題の解決は、こうしたこ

とを様々な周りの人に相談し、助けてもらうことで解決できることを伝えていきまし

た。課題解決型支援と分類しましたが、「不安」に対して丁寧に寄り添い伴走するこ

とによって解決に至りました。 
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【伴走型支援】 

ケース③  

Ｃさんの母親Ｄさんから「高校生の息子が卒業できないかもしれない。息子には私

が心配していることが伝わらないみたい」と切羽つまった様子で電話がありました。

その後、母子で面談をすることになり、ＤさんがＣさんを連れて来室したので、Ｄさ

んの面談担当者（以下「親担」といいます。）とＣさんの面談担当者（以下「子担」と

いいます。）とで別々に話を聞きました。Ｃさんは、「母が自分のことを気にかけてい

ることには感謝していますが、感情的に話をされたり、何度も言われたりすることに

困惑しているんです」と気持ちも話しました。進路については、Ｃさんなりに危機感

を持って先生に相談をしつつ進めている様子でした。一方、Ｄさんの面談では、学校

のことやＣさんの発達のことなど幼少期から気になっていたことが話題の中心でし

た。次第にＤさん・親担との面談と別にＣさん・子担で隔週程度のペースで面談の約

束をするようになりました。そのころ、Ｄさんは家庭や学校の様子など様々な話題を

話しながら「同じことを注意してるんです。それに、テレビばかり見ているのも気に

なってて…」と繰り返し訴えていました。親担はその気持ちを受け止めながら、一緒

に考えていきました。次第に間隔をあけながら継続して面談をしていると、「Ｃが『ご

飯がおいしい』って言ってくれて嬉しかったです」などＤさんがよかったと感じたこ

とを話すことや笑顔が増えてきました。一方、Ｃさんの面談では、子担から学校行事

のタイミングやＣさんの様子に応じて、時折学校や進路のことなどについても話題に

しましたが、話題の中心は好きなアニメなどのことでした。Ｃさんが好きな作品につ

いて話した時には、どうして面白いと感じるのか、興味や関心がどういったところに

あるのかについてよく話しました。また、受験生という制限の中で、今やりたいこと

ができないという葛藤を受け止めることもあり、時には将来やってみたいことを話す

こともありました。Ｃさんは環境と折り合いをつけながら、周囲の力を借りつつも自

分の力で一つひとつのステップをクリアしていきました。そして、無事に高校を卒業

し、大学への進学が決まったことを機に相談は終結しました。一方、親担はＤさんが

今後も安心して相談できるようにするために、Ｄさんの承諾を得ながら年度末にかけ

て次の機関との連携を進めていきました。そして、次の相談機関へ相談できるように

なり、Ｄさんのほっとルームでの相談も終結しました。 

<ケース③を振り返って> 

親の主訴と子どもの主訴が違う中で、親担、子担と分け、親の主訴に引っ張られず

に目の前の子どものペースや話したいことに寄り添い、子ども本人のペースと生きる

意欲を失わないように生活を支えたケースです。母親は人の気持ちの分かる子に育っ

てほしいという思いがありますが、目の前の子どもの持ち味について親担とじっくり

と考えていきました。おとなと子どもの見方の違いによって問題が生じ、それが子ど

もの権利侵害につながることもあります。このケースは親と子を分け、親もゆとりを
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取り戻し、子どもは自らの進路を自分で決めることができ、親もそれを支えるように

なりました。 

 

ケース④  

中学生のＥさんの親であるＦさんから「娘の身体症状が治らないので、いい病院は

ありませんか？」とメールで相談がありました。詳しく話を伺いたいと面談を提案す

ると、「Ｅと一緒に行きます」と来談することになりました。面談開始当初は２人一

緒に面談をして、それぞれから今までの学校の様子や通院歴、家族のことなどを聞い

ていきました。この内容を受けて、Ｆさんには適宜病院の情報を提供し、Ｅさんには

定期的な面談を提案しました。Ｅさんとの面談では、開始当初は身体症状もあるし、

相手の気持ちも気にしてしまうことが話のところどころに出てきました。しかし、次

第にペットの話やアイドルの話、小学校や中学校のクラスでの様子なども話題にあが

るようになりました。そのような中、「給食を食べるのが遅くて大変だった」ことや

「一緒のグループにいる子が苦手だな」と感じていたこと、現在はあまり登校できて

いないので学校に行くことにもエネルギーを使うと感じていることなどＥさんが感

じてきたことも節々に話されるようになってきています。また、話題によって表情の

変化も見られるようになってきており、楽しいことと悩みごとの話を行ったり来たり

しながら、今も面談を継続しています。 

<ケース④を振り返って> 

ずっと身体症状が治らず、学校へも行けないことを主訴に親子で来談したケースで

す。病院へ行きましたが身体症状は相変わらずです。身体症状と言う問題解決を焦ら

ずに本人の話したいことを聴いていくと、学校の話題等次々と様々な話題が出てきま

した。抑え込んでいる自身の話したいことを吐露することで楽になるため、つながっ

ているケースだと思われます。対話を続けることの大事さを現しています。対話の目

的は「対話を続ける」ことです。相手を変えること、何かを決めること、結論を出す

ことではありません。その中で、相手の自己肯定感が上がり心と体が一致した行動を

とれるようになることが期待されます。 

 

【事例１を振り返って】 

たくさんの相談を受け、子どもの権利という視点から取り組んできました。私たち

おとながどれほど子どもたちの権利を意識的ではないにしろ、はく奪しているかに気

付かされることがあります。心をかけて心を使って対話することを忘れているのでは

ないかと思います。様々な日常の話や、雑談の中で、それが自己理解としてまとまっ

ていくのにとても時間がかかります。本人の気付いていない心の奥の主訴をとらえな

がら、それでもよりよく生きて行こう、よくなりたいという本人を支えていくことに

なります。現在、支援の在り方として伴走型支援の重要性が言われています。専門員
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は、はっきりしない中でも話していいと子ども自身に思ってもらえるよう焦らずに伴

走します。課題解決型支援はともすれば子どもを置き去りに私たちの良かれと思う方

向を押し付け、本来の子どもたちの成長する力を奪ってしまうことがあります。子ど

もの権利として意見表明権をとても大切にしているのは、こうした間違いが起こらな

いためであると思います。子どもに関わる全てのおとなが、子どもたちがよりよく生

きられるための対話を続け、心をかけた豊かな関係性を取り戻していくことが必要な

のではないでしょうか。 

 

事例２  

【相談内容と経過】  

小学校６年生のＧさんからメールで相談がありました。相談の内容は担任の先生が

いつも怒っている気がして顔色をうかがってしまう、そのせいで学校を休んだという

ものでした。もう少し詳しく話を聞いて、どうしたらいいか一緒に考えたい、と専門

員はメールで返信しました。数日後、Ｇさんはほっとルームに来談しました。Ｇさん

は最初、専門員の様子を見ながら恐る恐る話をしているように見えましたが、話をし

ていくと緊張が解けていく様子が表情から伝わりました。すると、Ｇさんは担任の先

生のことだけでなく、友だちに自分の気持ちを上手に伝えることができずに悩んでい

ることも話しました。専門員と一緒にＧさんが友だちに伝えたいことを整理していく

と、Ｇさんは「今度友だちに電話で伝えてみようと思います」と言いました。また、

担任の先生のことについては、不安に思いながらも、登校したいという気持ちが強い

ことも分かりました。Ｇさんは、自分が感じている不安を周囲の先生に受け止めても

らえれば安心して学校に通うことができると話しました。このため、専門員は登校で

きない日が長期化する前に、Ｇさんの気持ちを学校に伝えることを視野に入れて話を

聞きました。しかし、Ｇさんは自分の気持ちを学校に伝えたいという気持ちがあるの

と同時に、それを伝えることで担任の先生が余計に怒ったり、自分のことを嫌ったり

するのではないかという心配もあり、葛藤していました。専門員はＧさんの希望が定

まるまでゆっくり話を聞きました。そして、Ｇさんの気持ちや考えが整理できたとこ

ろで擁護委員との面談を設定しました。 

後日、擁護委員と専門員が学校を訪問し、副校長及び担任の先生にＧさんの気持ち

を伝えました。その時の先生方の様子をＧさんに報告すると、Ｇさんは自分から担任

の先生に電話をしたいと言いました。電話では、担任の先生が『そんな気持ちでいた

ことを知らなくてごめんね』『安心して過ごせるように先生が気をつけるね』と声を

掛けてくれ、Ｇさんも「明日から学校に行こうと思います」と伝えることができまし

た。Ｇさんとの相談はその後も続きました。しばらく学校を休んでいたことと、友だ

ちや先生に気を遣ってしまうことが重なり、疲れてしまって欠席することも当初はあ

ったようですが、Ｇさんのペースで登校を続けるうちに、欠席は減少しました。その
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ため、Ｇさんが必要と感じたらいつでも連絡してほしいと伝え、相談は一旦終了とな

りました。 

 

【事例２を振り返って】 

子どもにとって、先生に関する相談をすることは、大きな勇気がいることだと思い

ます。このケースも同様で、子どもは現状をどうにかしたい、学校に行きたいけれど、

自分が怖いと感じていることを先生に伝えたら、先生が余計に怒るのではないか、先

生に嫌われたらどうしよう・・・と、とても不安に思っていました。同時に、友だち

との関係についての悩みも重なり、混乱して、どう対応したらよいのかわからない状

態になっていたように見えました。ほっとルームでは、子どもが悩みや困りごとにつ

いて話す時、解決・解消することを急ぎません。行動に移すことによる「リスク」に

ついても話し合った上で、子どもが自分の気持ちや悩みとじっくり向き合って、考え

を整理するまで寄り添うことを心がけています。相談の主体はあくまでも子ども自身

であり、その結果を受け入れるのも子どもだからです。 

Ｇさんは自分の気持ちや考えを専門員と共に整理し、友だちに電話をかけて自分で

気持ちを伝えてみると決めることができました。Ｇさんの勇気は素晴らしいと思いま

す。Ｇさんにとって成長する機会になったと感じました。 

悩みや困りごとが学校の先生に関連するケースでは、子どもとじっくり作戦を練り、

学校に気持ちを伝えるか否か、学校に話をするとしたら子ども自身が同席するか、子

どもは同席せずに擁護委員と専門員が学校と話し合うか等についても、慎重に検討し

ます。本ケースでは、本人の希望で、擁護委員と専門員が学校に出向き、子どもの気

持ちを代弁する形で学校に事情を伝えました。その際の伝え方や優先順位についても、

事前に子どもと作戦を練りました。話合いの際は、擁護委員等は子どもの気持ちを代

弁する立場ではありますが、「全てを分かっているような気にならない」ことも大切

だと思います。おとな同士の話合いの結果を受けて、子ども自身が自分の力で解決・

解消に向けた道筋を開くことができるよう、「余白を残す」ような話合いを心がけて

います。 
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３ 調査活動の状況 
 当年度は申立てに基づく調査活動はありませんでした。一方で、令和元（2019）年に申

し立てられた１件について調査活動を再開しました。この申立ては、子ども 110番ピーポ

くんの家（以下「ピーポくんの家」といいます。）に関わる調査です。前年度に子どもた

ちからの意見の聞取りを予定していましたが、新型コロナウイルス感染症に関する緊急

事態宣言等の影響で調査を中断していました。当年度は以下の日程で、子どもからの意見

の聞取りを実施しました（合計 81人）。ご協力いただいた皆様に改めて御礼申し上げます。 

第１回 令和３（2021）年８月17日 住吉会館で開催されたサマー子ども教室 ４人 

第２回 令和３（2021）年８月20日 住吉会館で開催されたサマー子ども教室 11人 

第３回 令和３（2021）年11月19日 田無児童館 29人 

第４回 令和３（2021）年12月21日 田無柳沢児童センター 37人 

 聞取りでは、ピーポくんの家の認知度と、利用に関する意識を聞き取りました。ピーポ

くんの家の認知度については、①ステッカーを見たことがあるか、②ピーポくんの家とい

う名称を知っているか、③通学路にあるピーポくんの家を何か所知っているかについて

アンケートを実施しました。また、ピーポくんの家の利用に関する意識については、ピー

ポくんの家を利用する可能性がある三つの場面を例示したうえで、目の前にピーポくん

の家があったらそのピーポくんの家に「いく」か「いかない」かについて理由を含めて聞

き取りました。 

 

（１）聞取りの結果 

 ア ピーポくんの家のステッカー及び名称の認知度 

 ステッカーを見たことがある子どもは 81人中 81人（100％）でした。また、名称を

知っている子どもは 81人中 76人（94％）でした。ステッカー・名称ともに非常に広く

認知されていることが分かります。 

 イ ピーポくんの家の場所の認知度 

  通学路でピーポくんの家がどこにあるか１か所でも知っている子どもは 81 人中 42

人（52％）で約半数にとどまりました。1か所以上知っていると答えた子どもの内訳は

１か所 12 人、２か所 15 人、３か所７人、４か所４人、５か所３人、６か所 1 人でし

た。 

 ウ 利用に関する意識 

 ピーポくんの家を利用する可能性がある三つの場面を例示したうえで、目の前にピ

ーポくんの家があったらそのピーポくんの家に「いく」か「いかない」かについて理由

を含めて聞き取りました。 

事例１「下校中に知らない人に声を掛けられた…なんだかつけられている気がして怖い」 

ピーポくんの家に「いく」と答えたのは 81人中 60人（74％）、「いかない」と答え

たのは 81人中 21人（26％）でした。「いかない」との回答のうち主な理由は以下の

ようなものでした。 

   •ピーポくんの家も知らない人だから（児童館なら行くという意見あり） 
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   •家が近いから 

   •立ち止まっているうちにつかまるから 

事例２「下校中に急にどしゃぶりの雨が降ってきて傘を持っていない」 

ピーポくんの家に「いく」と答えたのは 81人中 33人（41％）、「いかない」と答え

たのは 81人中 48人（59％）でした。「いかない」との回答のうち主な理由は以下の

ようなものでした。 

   •ピーポくんの家は知らない人から身を守るために行くところだから 

   •危険でないときに行ったら失礼だから 

   •知らない人の家だから（児童館なら行くという意見あり） 

   •ピーポくんの家にいったことがないのでどんなところか分からないから 

   •傘は学校で貸してもらえるから 

•行く必要がないから •走って帰るから •家が近いから 

   •うちの人が心配するから 

事例３「下校中に友だちが転んでひざをすりむいて血が出てしまった」 

ピーポくんの家に「いく」と答えたのは 81人中 51人（63％）、「いかない」と答え

たのは 81人中 30人（37％）でした。「いかない」との回答のうち主な理由は以下の

ようなものでした。 

   •いつも絆創膏を持ち歩いているから 

   •ティッシュがあるから   •水で洗えばいいから 

   •友だちを送って帰るから •学校の保健室に戻る 

 

（２）考察 

ピーポくんの家のステッカーを全員が見たことがあり、ピーポくんの家という名称も

約９割が知っていました。小規模の調査ではありますが、この活動が子どもたちの間で既

に広く認知されていることが分かります。ただし、通学路にあるピーポくんの家の場所を

具体的にイメージできる子どもは約半数（52％）でした。本アンケートを実施した場所（住

吉会館、田無児童館、田無柳沢児童センター）がピーポくんの家でもあることを考えると、

これらの公共施設もまたピーポくんの家であることを伝えることで、より一層認知度を

高めることができる可能性があります。また、下校途中に「声かけ・ちかん・つきまとい」

をされた際の避難先としてピーポくんの家を利用したいと考える子どもの割合は 74％と

高いものでした。一方で、下校途中で突然雨が降ってきた際に利用したいと回答した子ど

もの割合は 41％、同じく怪我をした際に利用したいと回答した子どもの割合は 63％でし

た。以上のことから、緊急避難場所であるというピーポくんの家活動の目的も子どもたち

に広く知られているといえます。他方で、「声かけ・ちかん・つきまとい」の際にも、ピ

ーポくんの家に「いかない」と回答した子どももいました（26％）。ピーポくんの家と子

どもとが顔の分かる関係性がないことや、ピーポくんの家がすぐに駆け込める場所でな

いことによって利用を差し控える可能性があることが分かりました。 



 

第３ 広報・啓発活動の状況 

 

１ 子どもへの広報・啓発 

（１）ＣＰＴによる出張授業 

（２）東京経済大学現代法学部ゼミ生とのコラボ事業  

（３）子ども条例・子ども相談室 ほっとルーム 

アンケート集計結果 

２ おとなへの広報 

（１）子ども条例市民講座   

（２）学校内研修 
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第３ 広報・啓発活動の状況 
 
１ 子どもへの広報・啓発 

（１）ＣＰＴによる出張授業 

ほっとルームでは、ＣＰＴによる出張授業を実施しています。出張授業は、主とし

て副読本「みんなで学ぼう西東京市子ども条例」（以下「副読本」といいます。）を用

いて小学校６年生を対象に実施しています。そのほか、学校からの要望に応じて、小

学校６年生以外を対象とした授業や副読本以外の題材を用いた授業も実施しました。 

 

ア 権利とは 

副読本の「権利とは」（Ｐ３～４）

を用いた授業です。全７校で小学校６

年生を対象にクラスごとに実施しま

した。 

 まず、日頃当たり前にできているこ

とを想像してもらいました。そして、

子どもの権利を、①生きる権利 ②育

つ権利 ③守られる権利 ④参加する

権利に大きく分類し、当たり前にでき

ていることがどの権利によって守ら

れているのかについて考えました。 

 また、公園に一つしかないブランコを利用しているＡさんと、そこで並んでいる３

人を題材にして、①権利を行使することの大切さ、②権利と権利が衝突したときにど

うするのか、について具体的に考えました。 

 

 

【子どもたちの感想】 

● 自分の意見を言うことはすごく大事なことだと思った。聞く側もしっかり受け止

めないと人との関係が良くならないと思う。 

● 権利があるからといって、その権利を使わないことも権利だと思った。今日出た

意見だけでも、様々で、自分とも異なることもあったけれど、そのおかげで、社会

は回っていると学んだ。だから、他人の意見を否定してはいけないと思った。 

● 一人ひとりが権利を持っているため、ときには、権利と権利がぶつかってしまう

ことがある。一人一人がそのようなトラブルを避けようとすれば不平等なことが起

こりにくいと思った。 

● 権利の裏に、人間の気持ちがあるから、その両方を大切にしようと思った。 

東小学校での様子 
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● いろんな人の意見が聞けておもしろかった。自分と違う意見の人でも理由やその

人の気持ちになってみると意外と分かってきたりしてよかった。 

● この場面を見ると、Ａさん（ひとつしかないブランコに乗り続けている子ども）

が悪いように見えるけど、もしかすると、理由があるかもしれないというのを、考

えなかったので新しい発見だった。 

● クラスでも色々な人が色々な発言をしていたけど、これは「参加する権利」の中

の１つだと思いました。 

● 自分は、みんな「すぐ交代する」を選ぶと思っていたので少し驚きました。でも、

人によって感じ方は異なるし、その人の意見を聞いていると、気持ちが分かるよう

になりました。 

● 僕もいつも我慢して、「どうしてぼくだけ…」と思ってしまうことが何回もあっ

たけれども、共感する人がいて、ちょっとはうれしかった。 

 

イ 子ども条例 

当年度は、近隣３校の保谷中学校、保谷小学校、本町小学校からのご要望で、３校

合同学習会を実施しました。各校の小学校代表委員会、中学校生徒会の小学校３年生

から中学校２年生が対象でした。学んだ内容を各校で伝えることにより、児童・生徒

の人権意識の向上を図り、人権意識の高い地域の醸成をねらいとしたものでした。 

子ども条例の前文をカルタにして、子どもの権利を守るために条例がどのようなこ

とを定めているかについて学びました。 

日常の中で思い浮かぶ約束（ルール）

には、「～してはいけない」という禁止

のルールが多いと思いますが、子ども

条例には、子どもたちは「～することが

できる」という約束（ルール）が書かれ

ていることを学びました。 

子ども条例の前文では、「子どもは

…」「わたしたちは…」「おとなは…」

「地域は…」「市は…」と様々な主体が

子どもの権利を守るためにすることを

定めています。 

新型コロナウイルス感染症対策のため、グループでの話し合いはできませんでした

が、それぞれが自分の気に入った一文を選び、発表し合うことで、多くの意見を学び

ました。 

 

三校合同学習会 小３～中２生 
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ウ 多数決について 

副読本の「西東京市子ども条例」（Ｐ５～６）及

び「みんながもっている“意見を言う権利”」（Ｐ11

～12）に関連した内容です。小学校６年生を対象に

１校でクラスごとに実施しました。事前打合せで

授業の題材を検討し、担任の先生方が授業案を作

成しました。ＣＰＴは、子ども条例の概要について

の説明や、子どもたちの意見へのコメントなど、担

任の先生のサポート役として授業に参加しました。 

 

エ いじめ予防授業 

小学校５年生を対象に１校でクラスご

とに実施しました。 

クラス対抗リレーの代表選手を決める

くじ引きで選手に選ばれた太郎さん、落

選してしまった亮太さん、それを囲むク

ラスメイトという事例を通じて、いじめ

について考えました。 

太郎さんの立場だけでなく、亮太さん

やクラスメイトの気持ちにもなってもら

って、いじめを「する」側と「される」側

との間に、気持ちのギャップがあること

に気付いてもらうことを目標にしまし

た。そして、「いじめかな？」と考えるよ

りも、「傷ついているかな？」と考えるこ

とが大切であることを伝えました。 

最後に、いじめの４層構造を紹介し、それぞれの立場で自分にできることを具体

的に考えました。 

 

オ 違いが認められ、自分らしく育つ 

  中学校３年生と小学校６年生を対象に各１校で実施しました。中学校では、ＣＰＴ

による授業をリアルタイムに動画で全クラスに配信し、各クラスで実施するワークは

担任の先生方と協力しつつ授業を進めました。小学校では、クラスごとにＣＰＴが授

業を実施しました。 

子ども条例前文に「子どもは、一人ひとりの違いが認められ、自分らしく育つこと

ができます」と定められています。その意味について、「いじめ」及び「セクシュアリ

事例紹介用のイラスト 

芝久保小学校での様子 
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ティ（SOGI＝Sexual Orientation and Gender Identity 性的指向・性自認）」の学習

を通じて考えました。 

ワークでは、自分の中にも「〇〇だから」という形で、ジェンダーバイアスやアン

コンシャスバイアスがあるかどうかを考えました。人間が心理的に多数派に所属して

いることで安心する傾向があることに加えて、それぞれの心の中にあるバイアスが重

なると、誰しもの心の中に少数派を尊重しなくてもいいという考えが生まれる可能性

があることを伝えました。 

また、もし自分が少数派だったら、もし自分の個性が尊重されなかったら、どうい

う気持ちかを考えてもらい、誰にとっても安心安全な学校であるためにどうしたら良

いか考えました。 

 

【子どもたちの感想】 

● 人には一人ひとり個性があり、それは良いことだと思った。今回の授業でＬＧＢ

Ｔを学び、もとから偏見などはあまりなかったが、知ることによって理解すること

ができた。もし、そのような人が周りにいても、私は何も変わらず、今まで通りで

いたいと思う。偏見や差別が減るのは時間がかかると思うが、まずは自分から、自

分の周りから、間違った差別や偏見を無くそうと思った。大切なのは自分の考えを

尊重することだが、その考えがもし間違っているのなら考え直す必要があると学ん

だ。 

● 良く考えてみたら、「～だから」という偏見をたくさん言っていました。自分は

一人ひとりを大事にしていると思ってしまっていたけど全然できていなくて驚き

ました。これからは少数派の人の意見もしっかり聞いて理解して、今までよりもっ

ともっと一人ひとりを尊重したいと思いました。 

● 今日の授業を振り返って、改めて相手の想いや考え方を認めることが大切なのだ

と思いました。人に対して自分の考えを押し付けたりせずに双方の考えを話し合う

ことも大切だと思いました。〇〇だからとかいう偏見を無くして過ごしたいです。

今日学んだことをこれからに活かしたいです。 
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副読本指導書 特集号 

（２）東京経済大学現代法学部ゼミ生とのコラボ事業 

ア みんなで学ぼう西東京市子ども条例（副読本）指導書 

子ども条例副読本は、小学校６年生が授業で子ども条例を学ぶために、令和元（2019）

年度に作成されました。作成にあたっては、東京経済大学現代法学部野村ゼミの皆さ

んに携わっていただきました。 

そして、この副読本を活用して授業を行うための副読本指導書（以下「指導書」と

いいます。）は、東京経済大学現代法学部野村ゼミの皆さんに作成に携わっていただ

き、令和２（2020）年度から作成をはじめ、当年度に完成しました。 

指導書は、第１部「副読本授業案」と第２部「基本理論」の２部構成となっていま

す。第１部には、発問や事例、学習プリントを載せています。これらを素材にしなが

ら、子どもたちに合わせて展開することを想定しています。 

作成にあたっては、学生が作成した指導書案による模擬授業を指導主事が行い、他

の教科の指導書等も参考にしたうえで、学習指導要領に基づく文言や学習指導案に寄

せたレイアウトを使用するなど、授業をする教職員にとって活用しやすいように細部

にわたって修正を重ね完成に至りました。 

この指導書は、令和４年度の授業から小学校で活用できるよう、令和４（2022）年

度初めに副読本と合わせて市内全小学校に配布しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ ほっとルーム通信 いじめ特集号 

ほっとルーム通信  子ども条例特集号（以下

「特集号」といいます。）は、子ども条例を小学生

にも分かりやすい内容とすることを目標として作

成しました。そして、特に子どもに伝えたいこと

をテーマに、東京経済大学現代法学部野村ゼミの

皆さんが作成に携わってくださいました。 

当年度は「いじめ」をテーマとして、「ＳＮＳ」等

の事例を掲載し、子どもたちにとって身近で、分かりやすい言葉を使って読みやすい

ように工夫しました。学生は、３班に分かれてそれぞれ特集号の原案を作成しプレゼ

ンテーションをしました。学生、野村ＣＰＴ、子ども相談係の投票で選ばれた班の原

案を基に特集号を作成し、市内の小・中学校等、関係機関に配布しました。いじめ特

集号を読んだという、子どもたちの声もほっとルームに届きました。今後もより多く

の子どもたちに、子ども条例を理解してもらえるよう、普及啓発を行っていきます。 

野村ゼミのみなさん 
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（３）子ども条例・子ども相談室 ほっとルームアンケート集計結果 
市立中学校１年生の生徒を対象に、西東京市子ども条例及び西東京市子ども相談室 

ほっとルームの認知度等を定点的に測り、その結果を基に普及啓発における課題を整

理し、取組に反映するために、本アンケートを実施しました。 

アンケート実施期間は、令和４年２月１日から令和４年２月 15 日までです。当年

度の集計結果は以下のとおりです。 

※その設問における回答者の数を「回答者数（人）」、設問内の各選択肢を選んだ回答

者の数を「回答数（件）」としています。 

 

 

質問１ 見たことがあるものはどれですか。 

   

回答者の約８割が相談ＰＲカード

を見たことがある一方で、他の啓発品

は３割前後の認知度にとどまってい

ます。 

相談ＰＲカードの配布時期が前年

の 12 月初旬であり、アンケートの実

施と配布の時期の近さによる影響も

考慮する必要があると思われます。 

 

 

 

質問２ ほっとルームは何で知りましたか。 

   

ほっとルームの認知度が約８割であり、相談ＰＲカードが周知に効果的であること

がうかがえます。 
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質問３ 子ども条例は何で知りましたか。 

 

子ども条例を知っている人は半数を超える程度でした。その多くは、副読本や広報

冊子、先生から聞いて知っていました。その他理由として「西東京あったか先生」の

ポスターで知ったという回答も多くみられました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

質問４ ほっとルームに相談してみたいですか。 

 

相談してみたい・してもよいという人は約２割でした。相談してみたい理由として

は「相談しやすそうだから」という回答が最も多く、「秘密を守ってくれるから」「解

決してくれそうだから」という回答がそれに続きました。一方、７割強の人が相談し

たくない・しなくてもよいと回答していましたが、「他に相談する人がいるから」と

いう理由が最も多かったです。次点で「相談するほどの悩みだと思わないから」が続

きました。 
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２ おとなへの広報 

（１）子ども条例市民講座  

令和４（2022）年２月５日（土）、コール田無において、子ども条例市民講座を開催

しました。 

第１部を「子どもの権利擁護委員令和２（2020）年度活動報告会」とし、一年間の

活動内容を、擁護委員が事例も交えて説明しました。第２部の座談会では「子どもの

居場所と学習支援」と題して、特定非営利活動法人猫の足あと代表岸田久惠様、西東

京市立保谷柳沢児童館長、放課後子供教室の所管課である西東京市教育委員会社会教

育課職員にご登壇いただきました。これまでのあゆみ、コロナ下における子どもたち

の生活の変化などのお話の後、擁護委員と意見交換を行いました。今後の課題の共有

や連携をより深めるきっかけの場となりました。 

感染対策を万全に講じながらの開催でしたが、関係機関だけでなく一般の方々の参

加もありました。 

 

（２）学校内研修 

当年度の教職員向け出張講座は１校でした。 

テーマは「副読本を活用した授業について」でした。子どもの権利や子ども条例に

ついて、子ども相談室が出張授業をするだけでなく、先生方が、学校教育の中で子ど

もの権利や子ども条例について授業を行えるよう、副読本は作成されました。先生方

には、子ども条例が制定された背景と概要を伝え、副読本が子どもたちに分かりやす

いように、子どもの目線に近い若者たちの参加（東京経済大学現代法学部野村ゼミの

学生さん）によって完成したこと、そして、これまでほっとルームが行ってきた出張

授業を紹介しました。また、学校は子どもが育ち学ぶ施設であり、子ども条例には「子

どもを支援する人を支援する」ことが盛り込まれていることを伝え、子ども条例の理

解を共に深める機会としました。 

 

 

 

 

 

 



 

第４ その他の活動 

 

１ 講師派遣や関係機関との連携 

２ 研修・視察 
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第４ その他の活動 

１ 講師派遣や関係機関との連携 

 
日付 参加者 内 容 

2021 

８／17 

～20 

野村委員 

専門員 

事務局 

児童青少年課事業 サマー子ども教室に参加 

11／19 

野村委員 

専門員 

事務局 

田無児童館イベント 

11／20 擁護委員 「西東京市公民館だより」１面特集取材 

11／21 

11／28 

12／５ 

野村委員

専門員 
保谷駅前公民館人権講座 

11／22 谷川委員 西東京市総合教育会議 

12／21 
専門員 

事務局 
田無柳沢児童センターイベント 

 

２ 研修・視察 
 

日付 参加者 内 容 

2021 

４／21 

専門員 

事務局 

東洋大学白山オープンキャンパス講座 

（SDGs と子どもの人権 -平和・開発・人権と子どもの参加-） 

６／21 専門員 

社会福祉法人武蔵野会オンラインセミナー 

（様々な生きづらさを知る 

-多様な生き方ができる地域社会の実現） 

９／30 

10／14 
事務局 

東京経済大学現代法学部野村ゼミ 

（いじめについて） 

11／６ 

～７ 

専門員 

事務局 
子どもの権利条約フォーラム 2021in かわさき 

11／19 

11／26 
専門員 

子ども家庭支援センター 児童虐待防止要保護児童対

策地域協議会テーマ別研修①② 

11／27 専門員  子どもの権利条約総合研究所研究会 

11／30 専門員 ＣＰＴによる研修 ひきこもり支援について 

2022 

１／12 

谷川委員 

専門員 

住吉小学校放課後子供教室（学校施設開放）見学 

保谷柳沢児童館訪問 

１／13 

 

谷川委員 

専門員 

社会福祉協議会ほっとネットステーション見学 

猫の足あと見学 



36 

 

一年を振り返って 

 

みんなが持ってる“意見を言う権利” 

 

子どもの権利擁護委員（ＣＰＴ） 井利 由利 

「子どもの最善の利益を守る」。子どもの権利条約の中でも、この第３条は、子ど

もたちにとってとても大切な、そして当たり前の権利です。子どもの最善の利益は子

どもの思い、考え、意見の延長線上にあり、これを尊重することが何よりも大切です。

おとなはこうすればよい、こうすることが子どものためになると考え、それを実行し

ようとします。たくさんの子どもたちの話を聴いていると、おとなの思いと子どもの

思いにずれがあることがあります。ほっとルームでは、子どもを決して置き去りにし

ないように心がけてきました。子どもたちは自分の思いや意見を持っています。それ

が出てこないのは、子どもたちがおとなに気を使って遠慮していたり、こんなことは、

言ってはいけないことだという規範意識があって言葉にできないからです。子どもが

ちょっと極端な考えになっているときには、そうしたネガティブな思いを言葉にする

ことで、子どもたちは、感情的ではなく理性的に物事を見て現実と折り合いをつけて

いきます。これはおとなも同じです。そのためにはきちんと“聴く人”がいなければ

なりません。この 1年、私は、ちゃんと話を聴くことができたでしょうか？ 

今年度もまた、皆さんとの出会いをとても楽しみにしています。 

 

 

「いじめはなくせるのだろうか」という永遠の問いに向き合う 

 

        子どもの権利擁護委員（ＣＰＴ） 谷川由起子 

文部科学省・令和２年度 「児童生徒の問題行動・不登校等生徒

指導上の諸課題に関する調査」では、平成 26 年度から増加が続いていた「いじめの

認知件数」が大幅に減少しました。文部科学省は、減少の背景として、コロナ禍の影

響で児童生徒の間の物理的距離が広がったこと、集団活動が制限されたこと、学校の

一斉休業等があったこと、新型コロナウイルス感染症拡大による偏見や差別を予防・

防止する教育活動が行われたこと等を挙げています。調査結果を成果や改善ととらえ

ず、いじめの潜在化により一層注意して、いじめ予防・防止・対応を進めていかなけ

ればいけないと思います。 

ほっとルームでは、西東京市子ども条例や子どもの人権、いじめ予防等をテーマに、

学校で出張授業をおこなっています。当年度もたくさんの学校・学級で子どもたちに

出会うことができました。学校のＩＴ化が進んだおかげで、全校一斉授業を実施する
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機会にも恵まれました。ある小学校で、授業の後にひとりの児童が私に「持ち物を

隠されたりしたことがあるんです」と声をかけてくれました。「そんなことがあっ

たんだね、悲しかったり、困ったりしたでしょう？その時はどうしたの？」と聞く

と「自分で何とかしました」、「その後は？」との問いには「何とか大丈夫です」と

のこと。「何かあったらほっとルームに連絡してね、一緒に考えるよ」と伝えると

「はい、電話します」と言ってくれました。この日以降、学校に出向く度に、「私の

授業は、いじめをひとつでも減らすことにつながっているのだろうか」と考えるよ

うになりました。 

   「いじめはなくせる／なくせない」と考えるとうまく答えが出ませんが、でも、

減らすことはできると信じています。西東京市子ども条例を西東京市で育ち学ぶ子

どもたちの「お守り」にして、「誰もいじめられてはならない」と伝え続けること、

一方で、傷ついたり困ったりして相談してくれた子どもたちと一緒に考えること、

この両方を地道に着実に続けていきたいと思っています。 
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西東京市子ども条例 

平成30年９月19日条例第28号 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 子どもの生活の場における支

援と支援者への支援（第５条

―第７条） 

第３章 子ども施策と子どもにやさし

いまちづくりの推進（第８条

―第14条） 

第４章 子どもの相談・救済（第15条―

第23条） 

第５章 子ども施策の推進と検証（第

24条―第26条） 

第６章 雑則（第27条） 

附則 

わたしたちは、まち全体で子どもの育

ちを支える、子どもにやさしい西東京を

ともにつくっていきます。 

わたしたちは、子どもが失敗や間違い

をしてもやり直し、成長できるまちにし

ていきます。 

わたしたちは、子どもが家庭・園・学校・

地域の一員、西東京の一員として位置づ

けられ、その役割が果たせるまちにして

いきます。 

わたしたちは、とりわけ困難な状況に

ある子どもや多様な背景をもつ子どもの

尊厳や参加を大切にするまちにしていき

ます。 

子どもは、一人ひとりが人間として、そ

の人格や権利が大切にされます。乳幼児

は、特別な保護の対象であるとともに、そ

の発達しつつある能力に応じて自分の権

利を行使する資格をもっています。 

子どもは、いじめ、虐待、貧困等の困難

な状況について、まち全体で取り組まれ、 

 

そのいのちが大切に守られます。 

子どもは、一人ひとりの違いが認めら

れ、自分らしく育つことができます。 

子どもは、その最善の利益が第一義的

に考慮されます。 

子どもは、自分の意見を自由に表明す

ることができ、自分にかかわることやま

ちづくり等に参加することができます。 

おとなは、子どもに寄り添いながら、子

どもが遊び、学び、その他の活動ができる

よう、子どもの育ちを支えます。 

おとなは、子どもが安心して自分の思

いや考えを十分に伝えられるよう、子ど

もと向き合って意見を聴きます。 

地域は、子どもの育ちを支えることで、

子どもと市民のふれ合いをすすめ、子ど

もが安心して生きていくことができるよ

う支援していきます。 

市は、子どもが生まれてからの切れ目

のない支援をすすめます。 

わたしたちは、世界の約束事である児

童の権利に関する条約、そして、日本国憲

法・児童福祉法等の趣旨を踏まえ、この条

例を定めます。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、今と未来を生きる

全ての子どもが健やかに育つ環境を整

えるため、その理念を共有し、制度を整

え、西東京市（以下「市」といいます。）

全体で子どもの育ちを支えていくこと

を目的とします。 

（言葉の意味） 

第２条 この条例において、次の各号に

掲げる言葉の意味は、当該各号に定め

るところによります。 

(１) 子ども 市内に在住、在勤、在学 
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その他市内で活動する18歳未満の全

ての者をいいます。ただし、これらの

者と同等にこの条例が適用されるこ

とがふさわしいと認められる者を含

みます。 

(２) 保護者 親、里親その他親に代

わり養育する者をいいます。 

(３) 市民 市内に在住、在勤若しく

は在学をする者又は市内で市民活動

を行う団体をいいます。 

(４) 育ち学ぶ施設 児童福祉法（昭

和22年法律第164号）に定める児童福

祉施設、学校教育法（昭和22年法律第

26号）に定める学校その他の子ども

が育ち、学び、活動するために利用す

る施設をいいます。 

（市等の役割） 

第３条 市は、全ての子どもがその命を

大切にされ、健やかに育つことができ

るよう、子どもの意見を尊重し、その最

善の利益を考慮して、子どもに関わる

施策を総合的に実施しなければなりま

せん。 

２ 保護者は、子育てについて、児童の権

利に関する条約（平成６年条約第２号。

以下「条約」といいます。）に規定する

第一義的な責任を負うことを自覚し、

必要に応じて市、育ち学ぶ施設の関係

者等の支援を活用しながら、子どもが

健やかに育つよう努めるものとしま

す。 

３ 育ち学ぶ施設の関係者は、子どもが

主体性を持ち、学び、成長するよう支援

に努めるものとします。 

４ 市民は、地域の中で子どもが育つこ

とを認識し、子どもの健やかな育ちの

ために協力するよう努めるものとしま

す。 

５ 事業者は、事業活動を行う中で、子ど

もが健やかに育つことができ、保護者

が子育てに取り組むことができる環境

を作るため、配慮するよう努めるもの

とします。 

（連携） 

第４条 市、保護者、育ち学ぶ施設の関係

者、市民及び事業者は、お互いに連携・

協働して子どもの育ちを支援するもの

とします。 

２ 市は、国、東京都、他の地方公共団体

等と協力して、子どもに関する施策を

実施し、子どもの育ちを支援するもの

とします。 

第２章 子どもの生活の場におけ

る支援と支援者への支援 

（保護者と家庭への支援） 

第５条 保護者は、家庭において安心し

て子育てができるよう、及び子どもの

健やかな育ちのために市等から必要な

支援を受けることができます。 

２ 市は、子どもが健やかに養育される

ように、保護者が第３条第２項に規定

する役割を認識し、安心して子育てに

取り組むことができるよう必要な支援

に努めなければなりません。 

３ 育ち学ぶ施設の関係者及び市民は、

保護者が家庭において安心して子育て

ができるよう、協力して、支援に努めな

ければなりません。 

（育ち学ぶ施設とその職員への支援） 

第６条 育ち学ぶ施設の関係者は、子ど

もの健やかな育ちに取り組むために必

要な支援を受けることができます。 

２ 市並びに育ち学ぶ施設の設置者及び

管理者は、育ち学ぶ施設の職員が子ど

もの健やかな育ちに取り組むことがで

きるよう必要な支援に努めなければな 
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りません。 

３ 保護者及び市民は、育ち学ぶ施設の

関係者が第３条第３項に規定する役割

を果たすことができるよう対等な立場

で協力するよう努めなければなりませ

ん。 

（地域と市民への支援） 

第７条 市民は、地域において子どもが

健やかに育つよう必要な支援を受ける

ことができます。 

２ 市、市民及び事業者は、第３条第１

項、第４項及び第５項に規定する役割

を認識し、地域において、子どもが安全

に安心して過ごし、地域の一員として

生活できる地域づくりに努めなければ

なりません。 

３ 市は、市民が行う子どもの健やかな

育ちのための活動に対して必要な支援

に努めなければなりません。 

第３章 子ども施策と子どもにや

さしいまちづくりの推進 

（虐待の防止） 

第８条 市、育ち学ぶ施設の関係者、市民

及び事業者は、子どもが虐待を受ける

ことなく、健やかに育ち、安心して暮ら

せるよう努めるものとします。 

２ 市は、子どもに対する虐待の予防及

び早期発見に取り組むものとします。 

３ 育ち学ぶ施設の関係者、市民及び事

業者は、子どもが虐待を受けないよう

配慮するとともに、虐待を受けている

と思われる子どもを発見したときは、

直ちに市その他関係機関に通報しなけ

ればなりません。 

４ 市は、虐待を受けた子どもを迅速か

つ適切に救済するために、関係機関と

協力して、必要な支援を行うものとし

ます。 

（いじめその他の権利侵害への対応） 

第９条 市、育ち学ぶ施設の関係者、市民

及び事業者は、子どもがいじめその他

の権利侵害を受けることなく、安心し

て生活し学ぶことができるよう努める

ものとします。 

２ 市は、子どもに対するいじめその他

の権利侵害の予防及び早期発見に取り

組むものとします。 

３ 市及び育ち学ぶ施設の関係者は、い

じめその他の権利侵害を受けた子ども

を迅速かつ適切に救済するために、関

係機関と協力して、必要な支援を行う

ものとします。 

４ 市及び育ち学ぶ施設の関係者は、い

じめその他の権利侵害に関わった子ど

も等が再びいじめその他の権利侵害に

関わらないよう取り組むものとしま

す。 

（子どもの貧困の防止） 

第10条 市は、育ち学ぶ施設の関係者、市

民、事業者等と連携・協働して、子ども

が安心して過ごし、学び、健やかに育つ

ために、子どもの貧困問題に総合的に

取り組むよう努めなければなりませ

ん。 

（健康と環境） 

第11条 市は、子どもの心身の健康の維

持及び増進を図るよう努めなければな

りません。 

２ 市は、子どもが安全で良好な環境の

もとで生きていくことができるよう努

めなければなりません。 

（子どもの居場所） 

第12条 市は、子どもが安心して過ごし、

遊び、学び、及び活動するために必要な

居場所作りの推進に努めなければなり

ません。 
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２ 市、育ち学ぶ施設の関係者、市民及び

事業者は、子どもの居場所作りについ

て、子どもが考え及び意見を表明し、参

加する機会を設けるよう努めるものと

します。 

（子どもの意見表明や参加） 

第13条 市は、子どもが育ち学ぶ施設や

社会の一員として自らの考えや意見を

表明し、参加する機会及び制度を設け

るよう努めなければなりません。 

２ 市、保護者、育ち学ぶ施設の関係者、

市民及び事業者は、子どもの意見表明

及び参加を促進するために、子どもの

考え及び意見を尊重し、主体的な活動

を支援するよう努めるものとします。 

３ 市及び育ち学ぶ施設の関係者は、子

どもの意見表明及び参加を促進するた

め、子どもが、その意義及び方法につい

て学び、情報を得ることができるよう

努めるものとします。 

（子どもの権利の普及） 

第14条 市は、この条例及び条約に規定

する子どもの権利について、子どもそ

の他の市民が学び、理解し、子ども自身

が身に付けることができるよう普及に

努めなければなりません。 

２ 育ち学ぶ施設の関係者は、子どもが

権利を学び、理解し、身に付け、さらに

自己及び他者の権利を尊重し合うこと

ができるよう必要な支援に努めるもの

とします。 

３ 市は、保護者、育ち学ぶ施設の関係者

その他の子どもの育ちに関わる者が子

どもの権利について学び、理解するこ

とができるよう必要な支援に努めなけ

ればなりません。 

第４章 子どもの相談・救済 

（子どもの権利擁護委員の設置） 

第15条 子どもの権利の侵害について、

速やかに救済することを目的として、

市長の附属機関として、西東京市子ど

もの権利擁護委員（以下「擁護委員」と

いいます。）を設置します。 

（定数と委嘱の基準） 

第16条 擁護委員の定数は、３人以内と

します。 

２ 擁護委員は、人格が優れ、子どもの権

利について見識を有する者の中から市

長が委嘱します。 

（任期） 

第17条 擁護委員の任期は３年とし、再

任を妨げません。ただし、特別の事情が

あるときは、その任期中であっても解

職することができます。 

（相談・調査に関する専門員の設置） 

第18条 市長は、擁護委員の職務を補佐

するため、相談・調査に関する専門員を

置きます。 

（擁護委員の職務） 

第19条 擁護委員は、相談又は申立てに

より、次に掲げる職務を行います。 

(１) 子どもの権利の侵害についての

相談に応じ、必要な助言及び支援を

すること。 

(２) 子どもの権利の侵害についての

調査をすること。 

(３) 子どもの権利の侵害を救済する

ための調整及び要請をすること。 

(４) 子どもの権利の侵害を防ぐため

の意見を述べること。 

(５) 子どもの権利の侵害を救済する

ための要請、子どもの権利の侵害を

防ぐための意見等の内容を公表する

こと。 

(６) 子どもの権利擁護についての必

要な理解を広め、連携を推進するこ 
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と。 

２ 擁護委員及び相談・調査に関する専

門員は、職務上知り得た秘密を漏らし

てはなりません。その職を退いた後も

同様とします。 

（要請や意見表明の尊重） 

第20条 市は、擁護委員からの要請及び

意見表明を受けた場合は、これを尊重

し、必要な措置をとるものとします。 

２ 市以外の者は、要請及び意見表明を

受けた場合は、これを尊重し、必要な措

置をとるよう努めるものとします。 

（擁護委員の独立性の確保と活動への

協力） 

第21条 市は、擁護委員の独立性を尊重

しなければなりません。 

２ 保護者、育ち学ぶ施設の関係者、市民

及び事業者は、擁護委員の職務に協力

するよう努めるものとします。 

３ 市、保護者、育ち学ぶ施設の関係者、

市民及び事業者は、子どもが擁護委員

への相談等を活用しやすい環境を整え

るよう努めるものとします。 

（見守り等の支援） 

第22条 擁護委員は、子どもの権利の侵

害を救済するための要請等を行った後

も、必要に応じて関係機関等と協力し

ながら、子どもの見守り等の支援を行

うことができます。 

（活動の報告と公表） 

第23条 擁護委員は、毎年度、その活動の

内容を市長に報告します。 

２ 市長は、前項の報告を受けたときは、

その内容を公表します。 

第５章 子ども施策の推進と検証 

（推進計画） 

第24条 市は、条例に基づいて子どもに

関わる施策を進めていくための基本と

なる計画（以下「推進計画」といいま

す。）を策定します。この場合において、

既存の計画であって、推進計画となり

えるものがある場合は、これを推進計

画に位置付けることができます。 

２ 市は、推進計画を策定する場合には、

子どもその他の市民の意見を反映させ

るよう努めなければなりません。 

３ 市は、推進計画を策定した場合には、

速やかにこれを公表し、普及に努めな

ければなりません。 

（推進体制） 

第25条 市は、子どもに関わる施策を推

進していくため、子ども施策推進本部

を設置します。 

２ 子ども施策推進本部は、子どもに関

わる施策について対応すべき事項の方

向性を決定し、及び調整を図ります。 

３ 市は、特に市民と連携・協働して、子

どもに関わる施策を効果的に推進する

ものとします。 

（検証） 

第26条 市は、子どもに関する施策を着

実に進めていくため、推進計画の実施

状況について検証する制度を作り、検

証するものとします。この場合におい

て、必要に応じて子どもその他の市民

から意見を求めるものとします。 

２ 市は、前項の検証の結果について報

告を受けたときは、その内容を尊重し、

必要な措置をとるものとします。 

第６章 雑則 

（委任） 

第27条 この条例に定めるもののほか必

要な事項は、市長が別に定めます。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成30年10月１日から 
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施行します。ただし、第４章の規定は、

規則で定める日から施行します。（平成

31年１月規則第２号で、同31年４月１

日から施行） 

（準備行為） 

２ 市は、前項ただし書の規則で定める

日前においても、擁護委員等の設置に

係る事務に関し必要な準備行為を行う

ことができます。 
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西東京市子ども条例施行規則 
平成30年９月20日規則第28号 

改正 

平成31年３月29日規則第25号 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 西東京市子どもの権利擁護委

員（第４条―第15条） 

第３章 西東京市子ども相談室（第16

条・第17条） 

第４章 雑則（第18条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、西東京市子ども条

例（平成30年西東京市条例第28号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語

は、条例において使用する用語の例に

よる。 

（条例が適用される子どもの範囲） 

第３条 条例第２条第１号ただし書に規

定するこれらの者と同等にこの条例が

適用されることがふさわしいと認めら

れる者とは、18歳又は19歳の者であっ

て、次に掲げる者とする。 

(１) 18歳未満の者が通学することが

できる学校教育法（昭和22年法律第

26号）に定める高等学校、中等教育学

校、特別支援学校、高等専門学校、専

修学校の高等課程又は各種学校（以

下「学校等」という。）に通学する市

内在住の者 

(２) 市内の学校等に通学する市外在

住の者 

 (３) 市外の学校等に通学し、かつ、 

 

市内に存する児童福祉法（昭和22年

法律第164号）第７条に規定する児童厚

生施設を利用する者 

(４) 市内に存する児童福祉法第７条

に規定する児童福祉施設（児童厚生

施設を除く。）に入所している者 

(５) 前各号に掲げる者のほか、市長

が必要と認める者 

第２章 西東京市子どもの権利擁

護委員 

（兼職の禁止） 

第４条 条例第15条に規定する西東京市

子どもの権利擁護委員（以下「擁護委

員」という。）は、国会議員、地方公共

団体の議会の議員及び長又は政党その

他の政治団体の役員と兼ねることがで

きない。 

２ 擁護委員は、前項に定めるもののほ

か、擁護委員の仕事の公平な遂行に支

障が生ずるおそれがある職と兼ねるこ

とができない。 

（相談及び救済の申立て） 

第５条 何人も、擁護委員に対し、市内に

在住、在勤、在学その他市内で活動する

子どもの権利侵害について、文書又は

口頭により相談又は救済の申立て（以

下「申立て」という。）をすることがで

きる。 

２ 申立ての受付は、擁護委員又は条例

第18条に規定する相談・調査に関する

専門員（以下「相談・調査専門員」とい

う。）が行うものとする。 

（申立書等） 

第６条 申立ては、擁護委員又は相談・調

査専門員に申立書（様式第１号）を提出

することにより行うものとする。ただ

し、擁護委員又は相談・調査専門員がや 
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むを得ないと認める場合は、口頭によ

り行うことができるものとする。 

２ 前項ただし書の場合において、擁護

委員又は相談・調査専門員は、当該申立

ての内容を口頭申立記録書（様式第２

号）に記録するものとする。 

（調査等） 

第７条 擁護委員は、申立てがあった場

合は、当該申立てについて条例第19条

第１項第２号に規定する調査をするも

のとする。ただし、当該申立てが次のい

ずれかに該当する場合は、この限りで

ない。 

(１) 申立ての内容に虚偽がある場合 

(２) 具体的な権利の侵害が含まれな

い場合 

(３) 擁護委員及び相談・調査専門員

の行為に係るものである場合 

(４) その他調査をすることが必要で

ない又は適当でないと擁護委員が認

める場合 

２ 擁護委員は、前項ただし書の規定に

より調査をしない場合は、調査対象外

通知書（様式第３号）により、申立てを

した者（以下「申立者」という。）に理

由を付してその旨を通知するものとす

る。 

（調査の同意） 

第８条 擁護委員は、前条第１項の調査

をする場合において、当該調査が権利

を侵害された子ども又はその保護者か

らの申立てによる調査でないときは、

同意書（様式第４号）により、当該権利

を侵害された子ども又はその保護者か

ら調査に係る同意を得なければならな

い。ただし、当該子どもの生命又は身体

の保護を図るために必要がある場合で

あって、当該子どもの置かれている状

況等から、同意を得ることが困難であ

ると認めるときは、同意を得ずに調査

をすることができる。 

（調査の実施） 

第９条 擁護委員は、必要と認めるとき

は、市、保護者、育ち学ぶ施設の関係者、

市民及び事業者等（以下これらを「関係

機関等」という。）に調査実施通知書（様

式第５号）により通知した上で、その施

設に立ち入って調査をし、又は当該関

係機関等に説明若しくは文書の提出を

求めることができるものとする。ただ

し、市及び市立の育ち学ぶ施設以外の

関係機関等の施設に立ち入って調査を

する場合は、当該関係機関等の同意を

得なければならない。 

（調査の中止等） 

第10条 擁護委員は、調査の開始後に、第

７条第１項各号のいずれかに該当する

こととなったときその他調査の必要が

ないと認めるときは、調査を中止する

ことができるものとする。 

２ 前項の場合において、申立者、第８条

の規定による同意をした子ども若しく

はその保護者（以下これらを「同意者」

という。）又は前条の規定による立入調

査の対象となった関係機関等（以下「立

入調査対象関係機関等」という。）があ

るときは、調査中止通知書（様式第６

号）により理由を付してその旨を通知

するものとする。 

（調査の終了） 

第11条 擁護委員は、調査が終了した場

合において、申立者、同意者又は立入調

査対象関係機関等があるときは、調査

結果通知書（様式第７号）によりその結

果を通知するものとする。 
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（調整） 

第12条 擁護委員は、調査の結果必要が

あると認めるときは、子どもと関係機

関等との仲介をする等、条例第19条第

１項第３号に規定する調整をするもの

とする。 

（要請及び意見） 

第13条 擁護委員は、条例第19条第１項

第３号に規定する要請をし、又は同項

第４号に規定する意見を述べる場合

は、市長にその内容を通知した上で、要

請・意見表明通知書（様式第８号）によ

り行うものとする。 

２ 前項の場合において、申立者又は同

意者があるときは、その内容を通知す

るものとする。 

（身分証明書） 

第14条 擁護委員及び相談・調査専門員

は、調査又は調整をするときは、身分証

明書（様式第９号）を携帯し、請求があ

ったときは、これを提示しなければな

らない。 

（西東京市子どもの権利擁護委員の会

議） 

第15条 擁護委員の職務執行の一般方針

その他の必要な事項を決定するため、

擁護委員全員で構成する西東京市子ど

もの権利擁護委員の会議（以下「擁護委

員会議」という。）を設置するものとす

る。 

２ 擁護委員会議に代表擁護委員を置

き、擁護委員の互選によりこれを定め

るものとする。 

３ 擁護委員会議は、代表擁護委員が招

集するものとする。 

４ 擁護委員会議は、代表擁護委員が必

要と認めるときは、非公開とすること

ができる。 

５ 前各項に定めるもののほか、擁護委

員会議の運営に関し必要な事項は、代

表擁護委員が別に定めるものとする。 

第３章 西東京市子ども相談室 

（西東京市子ども相談室の設置等） 

第16条 子どもの権利の擁護に必要な支

援を行うため、西東京市子ども相談室

（以下「相談室」という。）を設置する。 

（相談室の利用日、利用時間等） 

第17条 相談室の利用日及び利用時間

は、次の表のとおりとする。 

２ 相談室の休室日は、次のとおりとす

る。 

(１) 日曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和

23年法律第178号）に規定する休日 

(３) 12月29日から翌年の１月３日ま

での日（前号に掲げる日を除く。） 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長が

特に必要と認める場合は、利用時間外

に執務室を利用することができるもの

とする。 

第４章 雑則 

（委任） 

第18条 この規則に定めるもののほか必

要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成30年10月１日から施

行する。 

附 則（平成31年３月29日規則第

25号） 

この規則は、平成31年４月１日から施

行する。 

利用日 利用時間 

月曜日から金曜日まで 午後２時から午後８時まで 

土曜日 午前10時から午後４時まで 
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機関紙第５号（2021.７発行） 機関紙第６号（2021.11 発行） 

広報・啓発品 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポスター 三つ折りリーフレット 

相談ＰＲカード 
（表と裏） 

腕 章 ワッペン 

のぼり旗 



 

 

〒202-0005 西東京市住吉町６丁目 15番６号 住吉会館ルピナス２階 

西東京市子ども相談室 ほっとルーム 

 

相談専用電話 0 1 2 0
フリーダイヤル

－9 1 0 9
ク イ ッ ク

－ 7
なやみ

7
なし

 

メールアドレス kodomosoudan@city.nishitokyo.lg.jp 

西東京市ホームページ https://www.city.nishitokyo.lg.jp 

 

西東京市子ども条例         機関紙       メール相談受付フォーム 
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